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 平成２４年１月２１日付で、鉱業法の一部を改正する等の法律（平成２３年

法律第８４号）が施行されました。それに伴い、鉱業法の改正が行われ新たな

鉱業法としての運用が行われます。 

 主なポイントは以下のとおりです。 

 

１．鉱業権の設定等に係る許可基準の追加について 

適切な主体により合理的な資源開発が行われるよう、鉱業権の設定等におけ

る許可基準に、技術的能力及び経理的基礎を有する者であることや、鉱業権の

設定を受けようとする者が実施する鉱業が公共の利益の増進に支障を及ぼす

おそれがないこと等を追加しました。それに伴い、鉱業権の出願の際にご提出

いただく資料についても追加されることとなります。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第２１条、第２９条 

○鉱業法施行規則 第４条 

 

２．鉱業出願人の地位の承継について 

  旧鉱業法においては、鉱業出願人に変更が生じた場合、鉱業出願人の名義

の変更（旧鉱業法第４１条、第４２条）の手続きを行うこととされていまし

たが、適切な主体により合理的な資源開発が行われるよう鉱業出願人の名義

の変更の制度を廃止し、新たに鉱業出願人の地位の承継の制度を定め、地位

の承継を受けようとする者はその承継に係る鉱業出願をしなければならない

とされました。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 （第２１条、第２９条、）第３５条、第３６条 

○鉱業法施行規則 （第４条、）第８条、第９条、第１０条 

 



 

３．鉱業権の設定等に係る新たな手続制度の創設（特定区域制度）について 

国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要な特定鉱

物（石油・可燃性天然ガス等）について、現行の先願主義に基づく出願手続

を見直し、適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受ける

手続制度を創設しました。 

＜具体的な手続イメージ＞ 

・国による鉱区候補地（特定区域）の指定及び開発事業者の募集 

・申請者について、許可の基準に適合しているかを審査 

・適合している者の中から特定鉱物の合理的開発その他の公共の利益の 

増進の見地から定める評価の基準に従い最も適切な者を選定 

・選定された事業者に対して鉱業権の設定を許可 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第６条の２、第３８条、第３９条、第４０条、第４１条 

○鉱業法第６条の２の鉱物を定める政令 

○鉱業法施行規則 第２２条～第２２条の６ 

 

４．鉱業権の移転について 

  鉱業権の設定等に係る許可基準が新設されたことに伴い、適切な主体によ

り合理的な資源開発が行われるよう、鉱業権の移転をしようとするときは、

当該鉱業権の移転を受けようとする者は、許可を受けなければならないとさ

れました。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第５１条の２ 

○鉱業法施行規則 第１４条の２ 

 

５．鉱業権の相続その他の一般承継について 

  鉱業権の設定等に係る許可基準が新設されたことに伴い、適切な主体によ

り合理的な資源開発が行われるよう、相続その他の一般承継によって鉱業権

を取得した者は、取得の日から３月以内にその旨を届け出て、基準に適合し

ない場合は経済産業省令で定める期間内に当該鉱業権を譲渡する必要があり

ます。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第５１条の３ 

○鉱業法施行規則 第１４条の３、第１４条の４ 

 



 

６．未着手延期申請及び事業休止申請の取扱いについて 

  鉱業権を取得したものの、鉱業法第６２条第２項又は第３項の規定に基づ

き事業着手の延期や事業の休止を申請し、実態として事業が行われていない

鉱区について、今後、鉱業権を有効に活用し資源開発を進めるために、複数

保有する鉱区を計画的に操業するため等やむを得ない場合を除き、厳格に運

用を行うこととします。※単に「経済事情の変動により採算がとれないこと」

を事由とする場合は、認められません。また、申請にあたっては、氏名又は

名称欄に、押印又は自筆による署名が必要となりました。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第６２条 

○鉱業法施行規則 第２６条の２  

 

７．現に事業着手延期又は事業休止の認可を受けている者への通知の廃止につ

いて 

  従来、通達昭和６１年４月１８日資庁第５７８３号に基づき、鉱業法第６

２条第２項の規定による着業延期の認可又は同条第３項の規定による休業の

認可を受けている鉱業権者に対して、当該認可期間の満了後、引き続き事業

の着手を延期し又は事業を休止しようとするときは、現に認可を受けている

期間内に期間の延長申請の手続きを取らなければならない旨の文書の送付を

行っておりましたが、今回の改正に伴う運用通達の見直しを行った結果、当

該制度については廃止することとなりました。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第６２条 

 

８．鉱物の探査に係る許可制度の創設 

鉱物の探査（鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査のうち鉱物の掘採を

伴わないものであって、一定の区域を占有して行うもの）を行う場合、事前の

許可が必要となります。 

また、国が鉱物の存在状況を把握するため必要があると認めるときは、探査

の結果の報告を求める場合があります。 

【関係法令規定】 

○鉱業法 第１００条の２～第１００条の１１ 

○鉱業法施行規則 第４４条の２～第４４条の１４ 

 

 



 

 

 

なお、本件にかかる質問等については下記の連絡先までお問い合わせ願いま

す。 

 

近畿経済産業局 

資源エネルギー環境部資源・燃料課 

担当者：山口、福田、佐渡 

電話：０６－６９６６－６０４４（直通） 


